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生産者

○需要に応じた
米生産

地域
農業再生協議会

○「生産の目安」を設定
○需要に応じた米生産の円
滑な推進

○水稲全体における「生産の目
安」の設定
○需要に応じた米生産の円滑
な推進

北海道
農業再生協議会

生産の意向積上げ・把握
データの提供

意向を踏まえた
生産の目安を提示

生産の意向積上げ

意向を踏まえた
生産の目安を協議

平成３０年産以降

＋

国
○行政による生産数量目標の配分を廃止

○米の直接支払交付金（生産調整のメリット）を廃
止【約７１４億円】
●全国の需給見通しやマンスリーレポートによる情
報提供
●水田活用の直接支払交付金
●農業再生協議会に対する事務費

財
源
を
活
用

③生産性向上
やコスト低減
への取組み

生産調整（生産の目安）を達成した農業再生協議会
の自主的裁量による下記の取組に対する支援

②需要に応じた米
生に対する支援

「需要に応じた米生産」の円滑な推進を後押しする仕組み

①生産調整の円滑な
推進と達成

※取組みの具体例は別紙を参照

「需要に応じた米生産」の円滑な推進を後押しする仕組み（イメージ図）

生産者

○生産目標等に基づ
いた米生産

北海道
農業再生協議会

○道と連携しながら、市町村
への生産数量目標の配分
に関与

地域
農業再生協議会

○市町村と連携しながら、生
産者に生産数量目標を配分

配分（道
→市町村）

配分（市町村
・協議会→生産者）国

○生産数量目標の設定
○米の直接支払交付金
（生産調整のメリット）
○水田活用の直接支払
交付金

現 行
配分（国
→道）

平成３０年産以降は、生産調整のメリット措置である米の直接支払交付金の廃止

再生協議会が主体的に需要に応じた生
産を担っていくには、メリット措置が必要


